
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
伊方原発の周辺 30 キロ圏内では、計１４放射

線防護施設の１２施設が「土砂災害警戒区域」、

「土砂災害特別警戒区域」、「津波浸水想定区域」

のいずれかまたは両方に立地している、と強調す

る阿部知子。 

◆
４
８
日
間
の
臨
時
国
会
が
始
ま
り
ま
す 

２
４
日
か
ら
始
ま
る
臨
時
国
会
で
、
安
倍
内

閣
は
新
た
な
外
国
人
「
在
留
資
格
」
を
設
け
る

法
案
を
提
出
し
ま
す
。
政
府
は
こ
れ
ま
で
も

「
日
本
の
技
術
を
学
ん
で
も
ら
う
」
等
の
理
屈

で
「
技
能
実
習
生
」
制
度
を
作
り
、
外
国
人
労

働
者
を
受
け
入
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
「
移

民
を
受
け
入
れ
た
く
な
い
」
政
府
が
、
「
労
働

力
は
欲
し
い
」
業
界
に
い
い
顔
を
し
た
制
度
で

す
。
し
か
し
、
過
酷
労
働
か
ら
除
染
作
業
ま
で

ブ
ラ
ッ
ク
な
実
態
が
多
々
指
摘
さ
れ
て
き
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
度
は
、
「
深
刻
な
人
手

不
足
」
を
理
由
に
急
ご
し
ら
え
で
新
た
な
枠
組

み
を
準
備
中
で
す
。 

阿
部
知
子
は
１
８
日
に
法
務
省
か
ら
説
明

を
受
け
ま
し
た
が
、
外
国
人
を
特
定
技
能
１
号

と
２
号
に
分
け
て
技
能
の
違
い
で
家
族
を
連

れ
て
来
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
差
別
す
る
人
権

感
覚
に
欠
け
た
枠
組
み
案
で
す
。
日
本
人
で
も

外
国
人
で
も
「
労
働
力
」
の
使
い
捨
て
は
許
せ

ま
せ
ん
。
今
国
会
で
阿
部
知
子
は
厚
生
労
働
委

員
会
と
原
子
力
問
題
調
査
特
別
委
員
会
に
所

属
し
、
こ
う
し
た
問
題
に
も
取
組
み
ま
す
。 
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人
権
感
覚
に
欠
け
た
新
た
な
外
国
人
在
留
資
格 

https://www.facebook.com/abetomoko.jp 

検索  

2018年 10月 24日 

日 

あべともこと共に歩む会後

援会入会のご案内及びボラ

ンティアスタッフ募集中！ 

特定の企業や団体などに依

存しないあべともこの活動

は、後援会の年会費やカンパ

によって支えられています。

あべともこの活動にご支援頂

ける方は、お気軽に事務所に

お問い合わせください。 

◆
原
子
力
防
災
は
絵
に
描
い
た
餅
よ
り
酷
い 

豪
雨
被
害
や
震
災
が
全
国
で
頻
発
す
る
中
、

中
央
構
造
線
上
に
沿
っ
て
細
長
く
伸
び
る
佐
多

岬
半
島
の
付
け
根
に
あ
る
伊
方
原
発
で
は
、
住

民
に
は
逃
げ
場
が
あ
り
ま
せ
ん
。
原
子
力
防
災

は
絵
に
す
ら
描
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。 
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 立憲民主党神奈川県連 

〒231-0012 

横浜市中区相生町 4-69-4F  

TEL 045-228-8591 

FAX 045-228-8592 

 
衆議院議員あべともこ 
プロフィール 
神奈川 12区（藤沢市・寒川町） 
当選 7 回、東京大学医学部卒業、
小児科医、あべともここどもクリ
ニック（湘南台）理事長 
現在、内閣委員会筆頭理事・予算
委員会委員 

 

◆
原
子
力
規
制
委
に
安
全
確
保
の
要
請 

議
員
連
盟
「
原
発
ゼ
ロ
の
会
」
は
原
子
力

規
制
委
員
会
に
、
「
原
発
再
稼
働
を
め
ぐ
る

『
無
責
任
構
造
』
か
ら
の
脱
却
を
求
め
る
」

提
言
を
１
０
月
２
日
に
行
い
ま
し
た
。 

９
月
下
旬
に
広
島
高
裁
と
大
分
地
裁
で
相

次
い
で
伊
方
原
発
３
号
機
（
愛
媛
県
）
の
運

転
差
止
判
断
が
却
下
と
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た

原
子
力
規
制
委
は
、
東
海
第
二
原
発
（
茨
城

県
）
は
新
規
制
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
判

断
。 し

か
し
、
こ
れ
は
周
辺
住
民
の
安
全
確
保

を
要
件
と
し
な
い
法
律
が
未
整
備
な
ま
ま
の

無
責
任
構
造
を
前
提
と
し
た
決
定
で
す
。 

そ
こ
で
、
原
子
力
規
制
委
が
避
難
計
画
を

含
め
て
認
定
す
る
仕
組
み
の
法
定
化
や
、
自

治
体
や
住
民
の
合
意
の
義
務
付
け
を
行
う
よ

う
求
め
ま
し
た
。
規
制
庁
は
「
国
会
で
議
論

を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
」
と
逃
げ
ま
し
た
が
、

逆
で
す
。
こ
れ
ら
は
国
会
が
原
子
力
規
制
委

を
設
置
す
る
法
律
を
通
し
た
時
に
、
附
帯
決

議
で
政
府
に
求
め
た
宿
題
で
す
。
そ
れ
を
放

置
し
続
け
て
の
再
稼
働
な
の
で
す
。 


